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橋爪 1 

 

障害者支援とは 

 

障害者総合支援法 

「障害者総合支援法」は障害のある方が、日常生活や社会生活を営むうえで必要な障害福祉サービス

などが定められた法律です。従来施行されていた「障害者自立支援法」を改正するかたちで、2013

年（平成２５年）4 月に施行されました。 

※大きな改正が３年ごとに行われており、2024 年（令和６年）4 月にも改正が行われました。 

 

障害福祉サービスとは 

障害福祉サービスには大きく分けて、介護や就職支援といったサービス利用者へ個別に支給される

「自立支援給付」と、利用者の状況に応じて市区町村や都道府県が柔軟にサービスをおこなう「地域生

活支援事業」があります。障害者総合支援法では障害や難病のある方は、必要に応じてこれらのサー

ビスを複数組み合わせて利用することができるようになっています。 

なお、障害児については主に児童福祉法でカバーされています。 
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障害福祉サービスとは 

 

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状況）を踏まえ、

個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況

に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。 

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓

練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。 

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて⽀

給決定の更新（延⻑）は一定程度、可能となります。 
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障害福祉サービスとは 

 

 

「介護給付」、「訓練等給付」の利用プロセス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しくみについて 
障害者・障害児の自己決定を尊重し利用者本位でのサービス提供を基本としています。 

利用者とサービス提供する事業者は対等な関係としており、障害者・児が自らサービスを選択して契

約を交わした後にサービスを利用する仕組みとなっています。 

また、サービスの種類ごとにサービスを提供する事業者が受け取れる報酬額が決められており、利用

者は報酬額の一割（収入により変動あり）を負担し、残りは公費負担（国が 1/2、県・市町村が 1/4）と

なります。 
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国保連とは 

 

国民健康保険団体連合会（国保連）は、国民健康保険法第８３条に基づき、４７の都道府県単位に設立

され、都道府県知事の指導監督を受ける公法人であり、各都道府県内の国民健康保険の保険者であ

る都道府県・市町村及び国民健康保険組合（国保組合）が会員となり、共同で事務を行っています。 

診療報酬明細書（レセプト）の審査・支払い、保険給付の支払い、介護保険にかかるものや、障害者自

立支援給付費の支払い審査など、保険制度の根幹部分を担ってています。 

正式な組織で、国民健康保険の運営を行っていますが、職員は公務員（市区町村の職員）ではありま

せん。 

都道府県や市町村が共同で事務を行うための１つの公法人という扱いです。 

また、介護保険にかかるものや、障害者自立支援給付費の支払い審査なども行っています。 
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国保連との事務の流れ 

 

障害福祉サービス事業所等は、介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報（以下、「請求情報」

という。）を作成し、サービス提供月の翌月 10日までに国保連へ伝送します。 

 

①請求情報の受信（11 日頃） 

国保連は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報を受信します。 

 

②一次審査（11〜16 日頃） 

国保連は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報と県・市町村から提供された支給決定

等に関する情報（以下、「受給者台帳情報等」という。）及び県が（台帳システムで）入力した事業所台帳

情報を突合し、請求情報の一次審査を行います。 

国保連合会は、一次審査の結果を県・市町村へ送信し、県・市町村は必要に応じて受給者台帳情報等

の修正を行います。 

また、一次審査の結果、請求情報に誤りがある場合は、県・市町村から障害福祉サービス事業所等へ

連絡し、請求情報の取下げ・再請求を依頼します。 
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国保連との事務の流れ 

 

 

③二次審査（18〜21 日頃） 

国保連は、一次審査結果資料を作成し、障害福祉サービス事業所等および県・市町村へ送信します。 

県・市町村は、一次審査結果資料を基に二次審査を行います。 

 

④介護給付費・訓練等給付費等の請求（月末頃） 

国保連は、県・市町村での二次審査結果を踏まえ、県・市町村に介護給付費・訓練等給付費等の請求を

行います。 
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国保連との事務の流れ 

 

 

⑤返戻及び支払に関する通知の送信（返戻通知：翌月 1 日頃）（支払通知：翌月 6 日頃） 

返戻等がある障害福祉サービス事業所等へ、毎月 1 日頃に返戻通知等を伝送します（支払いができな

い不備のある請求について行われます）。 

支払関連通知については、毎月 6 日頃に伝送します。 

 

⑥介護給付費・訓練等給付費等の支払【県・市町村→国保連合会】（翌月 10 日頃） 

県・市町村は、国保連合会に介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行います。 

 

⑦介護給付費・訓練等給付費等の支払 

【国保連合会→ 障害福祉サービス事業所等】（翌月 15 日頃） 

国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行います。 

 

 

 

注   意 

障がい福祉サービス等事業者にとって、請求額が請求 
どおりに支払われないことは、場合によっては運転資 
金に窮する事態であり、経営に致命的な打撃を与える 
可能性があります。 
県が、国保連に通知すべき事業所情報を漏らした結果、 
適正な支払が行われないような事態は避けなければ 
なりません。 
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指定事務について 

 

 

◆福祉サービス事業所の指定とは 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障害児通所支援を提供する事業

所となるには県（または市）の指定を受けることが必要です。 

※特定相談支援事業所や障害児相談支援事業所は所在地の市区町村の指定を受ける必要がありま

す。 

 

◆福祉サービス事業所の指定権限 

児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴い令和元年、他府県では指定事務について中核

市への事務権限の移譲が行われました（三重県では該当市なし）。 

 

 

 

注   意 

 

  新規の事業者は指定を受けることで事業を開始でき、国保連への 

請求も指定を受け、台帳システムに登録されることで初めて可能 

になります。 
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事業者から申請届出の提出 

収受（収受印の押印） 

審査業務（新規申請）について 

 

新規申請 

指定日の前々月末日（閉庁日の場合はその前日）までに保健所・福祉事務所で申請を受付ける。 

※令和８年１０月から受託者が直接受取の予定 

 

書類の提出→受付→審査→納品 
 

 

 

 

※申請届出の前に事前相談がある場合は対応する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （次ページへ） 

受付表・収受簿等の入力 

メール＆持参 ― 17:15まで 

郵便   ― 当日必着 

郵送受付の場合 来庁受付の場合 

サービス毎に決められた書類が

揃っているか、記入個所に不備は

ないか確認をし、その場で修正可

能な場合は修正いただく。 

な場合は修正いただく。  

受付確認の返信依頼（文書写しと切 

手を貼付した返信用封筒）が添えら 

れている場合がある。その場合、写 

し文書へ受付日の収受印を押印の上、 

速やかに返信を行う。 

メール受付の場合 

対応検討中 
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（必要な場合）修正依頼
申請届出内容の台帳システ

ム仮入力（申請受付入力よ

り内容入力）

納品（書類一式）関係機関への通知書（案）

の作成・納品

通知書を印刷・納品

※訂正があった場合には随時入力内

容の更新を行う 

・補正可能なものは事業所（法人）へ確

認を取り、補正を実施。 

審査業務（新規申請）について 

 

 

 申請書類の精査 

 

 

  

所管課での指定許可

通知書の起案及び決

裁完了 

・共有フォルダー：指定事業所一覧

へも入力しておきます。 

残った書類一式について、所管課で

個別事業所ファイルを作成しファイ

リングします 

所管課より事業所へ送付 

所管課より三重県公式 HP、及び三重県公報へ掲載（毎月） 

 

 

 

※指定基準や報酬告示等に照らし合わせ詳細の審査を
行う 
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事業者から申請届出の提出 

収受（収受印の押印） 

審査業務（指定更新）について 

 

指定更新 

基準への適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に６年間の期限が設けられています。指定

日（及び前回更新日）から６年を経過する際に指定更新を受けなければ、有効期間満了により指定

効力を失ってしまいます。指定が更新されれば、更新後の有効期間は従来の指定の有効期間の満

了日の翌日から起算されます。 

※更新しない場合は、有効期間満了日まで従来の指定が有効です。 

 

書類の提出→受付→審査→納品 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （次ページへ） 

受付表・収受簿等の入力 

メール＆持参 ― 17:15まで 

郵便   ― 当日必着 

郵送受付の場合 来庁受付の場合 

サービス毎に決められた書類が

揃っているか、記入個所に不備は

ないか確認をし、その場で修正可

能な場合は修正いただく。 

な場合は修正いただく。  

受付確認の返信依頼（文書写しと切 

手を貼付した返信用封筒）が添えら 

れている場合がある。その場合、写 

し文書へ受付日の収受印を押印の上、 

速やかに返信を行う。 

メール受付の場合 

対応検討中 

※指定有効期間満了日の前月 15 日までに

更新申請を受け付けます。 

※令和８年 10 月から受託者が直接受取の

予定 
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（必要な場合）修正依頼
申請届出内容を台帳システ

ムへ入力（指定更新より訂

正入力）

納品（書類一式）関係機関への通知書（案）

の作成・納品

通知書を印刷・納品

・補正可能なものは事業所（法人）へ確

認を取り、補正を実施。 

・指定基準や報酬告示等に合わせ（チェ

ックリストによる）審査を行う 

・さらに訂正があった場合、随時入力内

容の更新を行う 

所管課での指定更新通知書

の起案及び決裁完了 

・共有フォルダ：該当ファイルにも入力

を実施 

審査業務（指定更新）について 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類の精査 

残った書類一式について、所管課で

ファイリングします 

所管課より事業所へ送付 
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事業者から申請届出の提出 

収受（収受印の押印） 

審査業務（変更届）について 

 

変更届 ※一番多い申請 

 事前申請が必要な変更と要件を満たしていれば事後報告で問題のない変更があるため注意 

 

 

書類の提出→受付→審査→納品 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （次ページへ） 

 

 

 

 

受付表・収受簿等の入力 

メール＆持参 ― 17:15まで 

郵便   ― 当日必着 

郵送受付の場合 来庁受付の場合 

サービス毎に決められた書類が

揃っているか、記入個所に不備は

ないか確認をし、その場で修正可

能な場合は修正いただく。 

な場合は修正いただく。  

受付確認の返信依頼（文書写しと切 

手を貼付した返信用封筒）が添えら 

れている場合がある。その場合、写 

し文書へ受付日の収受印を押印の上、 

速やかに返信を行う。 

メール受付の場合 

対応検討中 

※変更の種類により提出期限が異なりま

す。 

※令和８年 10 月から受託者が直接受取の

予定 
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（必要な場合）修正依頼
申請届出内容を台帳システ

ムへ入力（変更届出書入

力）

納品（書類一式）関係機関への連絡内容等

（案）の作成・納品

連絡内容等を印刷・納品

・補正可能なものは事業所（法人）へ確

認を取り、補正を実施。 

・指定基準や報酬告示等に合わせ（チェ

ックリストによる）審査を行う 

・訂正があった場合、随時入力内容の更

新を行う 

所管課での確認・決裁等 
・共有フォルダ：該当ファイルにも入力

を実施 

審査業務（変更届）について 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類の精査 

残った書類一式について、所管課で

ファイリングします 
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事業者から申請届出の提出 

収受（収受印の押印） 

審査業務（休止・廃止届）について 

 

休止・廃止届 ※経営悪化等による休止・廃止の届出が月に数件程度あります 

 事業廃止時に利用者に対するサービス確保が義務付けされており、休止・廃止予定日の１月前まで

に届け出る必要があります。 

※令和８年１０月から受託者が直接受取の予定 

 

書類の提出→受付→審査→納品 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （次ページへ） 

 

 

受付表・収受簿等の入力 

メール＆持参 ― 17:15まで 

郵便   ― 当日必着 

郵送受付の場合 来庁受付の場合 

書類が揃っているか、記入個所に

不備はないか確認をし、その場で

修正可能な場合は修正いただく。 

 

受付確認の返信依頼（文書写しと切 

手を貼付した返信用封筒）が添えら 

れている場合がある。その場合、写 

し文書へ受付日の収受印を押印の上、 

速やかに返信を行う。 

メール受付の場合 

対応検討中 

※申請届出の前に事前相談がある場合は

対応する 
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審査業務（休止・廃止届）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確    認 

 

  ・受付期限を超過した届出（休廃止日まで１月以下、提出日を遡って 

 いる）は受付できないため、再提出を指示する。この際、当初提出日 

 時点で作成し直すことは認める。 

 ・受領印は押印し、所管課に納品する。 

 

 

 

納品（書式一式） 

（必要に応じ）事業所への連絡 

申請届出内容の台帳システム入力 

（休止届出書（廃止届出書）入力より内容入力） 

 

所管課が審査後、書類をファイリング 

所管課より三重県公報へ掲載（月一回程度） 
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例：失効している際など 

事業者から申請届出の提出 

収受（収受印の押印） 

審査業務（再開届）について 

 

再開届  

 再開後１０日以内に届け出る必要があります。 

休止期間が長い場合は事前相談要(所管課へ相談、再開の手続きとはならないこともある)。  

 

書類の提出→受付→審査→納品 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

受付表・収受簿等の入力 

郵送受付の場合 来庁受付の場合 

書類が揃っているか、記入個所に

不備はないか確認をし、その場で

修正可能な場合は修正いただく。 

 

受付確認の返信依頼（文書写しと切 

手を貼付した返信用封筒）が添えら 

れている場合がある。その場合、写 

し文書へ受付日の収受印を押印の上、 

速やかに返信を行う。 メール受付の場合 

対応検討中 

※申請届出の前に事前相談がある場合は

対応する 

申請届出内容の台帳入力 

事業所への連絡 

・所管課で決裁・ファイリング 
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業務管理体制整備に関する届出について 

 

制度の概要 

「障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において

障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」（障害者自立支援法等の一部

改正法）の施行に伴い、平成２４年４月１日から、障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管

理体制の整備が義務付けられています。障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、

指定を受けている事業所又は施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関す

る事項を記載した届出書を関係行政機関に届けることになります。 

※児童福祉法も同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注         意 

 

  所管課で受付・入力等実施予定ですが、各種申請と連動する場合が 

あります。 
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障害福祉サービス等情報公表制度について 

 

制度の概要 

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資

することを目的として、平成２８年５月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、

事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都

道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成 30 年４月に施行されました。 

 

 

 

注         意 

 

  所管課で受付・入力等実施予定ですが、各種申請と連動する場合が 

あります。 

 

 

 

■経営情報 


